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                                １３：３０開議  

 

○ 山口智也委員長 

 どうも皆さん、こんにちは。それでは、本日、所管事務調査と協議会ということで、教

育民生常任委員会、開催をさせていただきます。 

 インターネット中継を開始しますので、事務局、よろしくお願いします。 

 冒頭、本日、土井委員のほうからは体調不良ということで欠席の連絡が入っております。 

 本日、まず、先ほどお昼前にメールを送らせていただいた分ですけれども、７月末に行

いました行政視察の報告書案を送付しております。この内容につきまして、修正等のご意

見がある場合は、来週11月11日金曜日までに事務局までにお伝えいただくようにお願いを

いたします。 

 本日ですが、前回、10月24日に行いました学校視察の内容も踏まえまして、学校規模等

適正化、そして教育環境課題について議題とさせていただきます。また、その他、健康福

祉部のほうから２件の協議会の申し出がありますので、後半にさせていただきたいと思い

ます。 

 きょうですけれども、できれば16時終了をめどに進めたいと思いますので、ご協力をよ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず所管事務調査といたしまして、学校規模等適正化・教育環境課題につい

て議題とさせていただきます。タブレットのほうに資料のほうは全て送らせていただいて

おりますが、一部参考資料ということで、第１回及び第２回の四日市市学校規模等適正化

検討会議の資料・議事録につきましては、容量の関係で紙面で手元に置かせていただいて

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、教育長よりご挨拶のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○ 葛西教育長 

 失礼します。皆さん、こんにちは。 

 前回、10月24日、大矢知興譲小学校、羽津中学校、ご視察どうもありがとうございまし

た。私、教育長会議がございまして出席かなわず、まことに申しわけございませんでした。 

 本日は、学校規模等適正化、それから教育環境課題ということで、いろいろと調査のほ

うをしていただくということですので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○ 山口智也委員長 

 よろしくお願いします。 

 それでは、資料の説明をよろしくお願いいたします。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 教育総務課、長谷川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、タブレット配信の資料でございますが、平成28年11月24日、教育民生常任委員会

所管事務調査資料、そして、その参考資料といたしまして、少人数教育についてという資

料、二つをタブレット配信させていただいております。それから、先ほど委員長からもご

紹介がございましたが、紙の資料で第１回、第２回の学校規模等適正化検討会議の資料と、

それから議事録ということで置かせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 そうしたら、本日お配りの資料のほうを１枚めくっていただきまして、目次をちょっと

ごらんいただければと思いますが、本日二つ議題といいますか、テーマでご説明させてい

ただきます。 

 一つは、まず、四日市市学校規模等適正化検討会議についてということでございます。

これは、２月定例月議会で附帯決議をいただきました学校規模の全市的な適正化に向けた

取り組みを具体的に確実に進めることに対応いたしまして、私どものほうで会議として諮

って、今進めておるところでございます。 

 資料の１ページでございます。平成28年度学校規模等適正化検討会議についてと書いて

ございます。目的は、市内の小中学校における学校規模等の適正化について、全市的な取

り組みを進めるための具体的な方向性、考え方であるとか、そういうところについて検討

を行う会議でございます。 

 委員としましては、学識経験者、それから地域の代表の方、そして保護者代表、学校関

係者、それからまた、内容によっては、例えば国立教育政策研究所であるとか、これまで

の学校規模等適正化検討会議の委員長であります福本先生とか、そういう方にも入ってい

ただきまして会議のほうを進めてまいります。３回を予定としておりまして、第１回、第

２回はそれぞれ８月、10月に終了しております。まず、１回目につきましては、本市の規

模・配置の現状、それからこれまでの取り組みと経過、そして２回目は、全国的な現状や

国の考え方、また、本市の教育や学校とのつながりについてというところで検討させてい
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ただきました。 

 お手数ですが、このあたりをご説明させていただきますのに、紙のほうの資料の、恐縮

ですが、第１回四日市市学校規模等適正化検討会議資料というのをご説明させていただき

ますので、ご用意のほう、よろしくお願いいたします。 

 ちょっと閉じてありまして、第１回、第２回がそれぞれ束になってございますが、まず

第１回のほうからかいつまんでご説明をさせていただきます。 

 この第１回の資料を１枚めくっていただきますと、四日市市立小中学校の規模及び配置

の現状についてというタイトルでございます。 

 まず、１ページが規模の現状と課題ということでございます。そこにグラフもございま

すように、全国的な少子化の傾向がございまして、それぞれ赤と青で線がございますが、

昭和50年代、昭和60年代にピークを迎えた後、子供たちは約４割のマイナス、三角となっ

ております。それに比べまして、点線の折れ線グラフが学校数ということでございますが、

学校数は、児童生徒の増加に伴って学校数も増加したものの、そのまま高どまりと申しま

すか、ほぼピークの状態のまま学校数がある。結果として小規模化を招いておるというこ

とでございます。また、一方、市内の一部の地域においては、児童生徒数が増加し、学校

施設の課題、この前の視察の関係でもございますが、そういう課題があるというところで

ございます。このあたりが規模の現状と課題というところでございます。 

 そして、２ページでございます。配置の現状と課題というところでございます。上の図

でございます。四日市の図ですが、色で塗ってあるところは分離したところのを参考とし

て挙げてございます。例えば朝明中学校と西朝明中学校、大池中学校、三重平中学校、こ

のあたり、ちょっと校区、もう少し細かいところがございますが、それから、羽津中学校、

山手中学校、桜中学校、三滝中学校、笹川中学校、常磐中学校、西笹川中学校、南中学校

と内部中学校、それぞれもとは一つの学校であったこと、それが人口増加によって分かれ

ておる。それから、下の図でもございますが、校区の中で団地等の造成に伴いまして、人

口の多いところが濃い赤で塗っておるわけですが、そういうところがいろんな偏在がある

ということをご説明しております。宅地開発で、これまで山林とか農地であった場所に住

宅地が形成されて校区が偏るという課題、それから、校区の分離によって学校の配置が結

果として偏るという課題、また、そういう団地の造成で、そこが校区となって偏る、例え

ば笹川等、そういうところの中で、これまでの経緯から校区の形が変わってしまっておる

というところもございますので、そういうことをお示しした図でございます。 
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 めくっていただきまして、３ページと４ページでございます。 

 ３ページには、14歳以下、子供たちの人口の増減というところで図示してございます。

これで、赤いところ、富田小学校、羽津北小学校の校区、ここに羽津中学校ということも

ございまして、この前の視察において羽津中学校の課題ということもございましたが、や

はり人口もふえている。全体としては約５％の減少ということもございますが、一部の地

域では人口が増加しておる傾向もございます。 

 また、４ページのほうでございますが、こちらは開発の状況でございまして、大矢知、

それから四郷、そういう地域におきましては、やっぱり宅地開発の現状というところで、

そういうところはやっぱり子供たちの数もふえるというところでございます。大矢知興譲

小学校の課題もこういうところに一つ原因があるというふうに分析をしておるところでご

ざいます。 

 そして、めくっていただきまして、５ページ、６ページでございますが、こちらは、本

来校区から指定校以外の学区へ学区外通学をしている状況というところで、いわゆる校区

の偏りであるとか諸事情におきまして、本来通うところから違う学校に通っているところ

を、例えば大矢知ですと、蒔田、松寺のあたりが富田、富洲原に行かれるとか、そういう

ことを分析し図にしたものでございます。中学校においても傾向がございますし、中学校

のほうがほかの学校に行く率というのは若干高くなっているという現状でございます。 

 そして、こういうことを踏まえまして、７ページ、８ページでございますが、私ども、

学校規模等適正化計画というのがございます。これは、平成19年に策定いたしまして、24

年度から毎年改定をしているところでございますが、本市における規模、配置基準を定め

まして、今後10年間の児童推計からＡからＥの５段階に学校を判定いたしまして、それぞ

れ、特にＤ以降、課題の逼迫しておるところにつきまして個別に対応しておるという現状

でございます。 

 そして、８ページには、この取り組みに伴う対応というところでございますが、平成19

年度の取り組みに対応しましては、東西橋北小学校の統合、それから三浜小学校、塩浜小

学校の統合ということがございました。また、平成24年度以降につきましては、Ｄ判定校

につきまして、ＰＴＡ役員の方々であるとか学校づくり協力者会議等で、そういう学校規

模について話し合いを進めておるところでございます。 

 そして、この話、課題として見えてきたものとして挙げてございますが、やはり学校は

地域コミュニティーとの密接なかかわりがあることを踏まえまして、地域とともにある学
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校としての役割を考慮しながら、小規模化する学校の適正化をどのように進めるかについ

て検討が必要。それから、市内には行政区をまたいだ中学校区が複数存在しており、今後、

全市的な中学校区の配置、規模の適正化について、そういう行政区をまたいだ学校の適正

化のあり方について検討が必要というところでございます。三つほど検討事項として四角

囲みで挙げてございます。 

 一つ目、小学校と中学校における適正化の考え方の違いの明確化。もう少し適正化とい

うところを、小学校、中学校の役割の違いからさらに明確にする、分析するということで

ございます。 

 そして、二つ目、将来的に地区を超えた適正化を進める際の手法と仕組みづくり。行政

区をまたぐ場合に、どういう単位の話し合いがいいのかというところで、しっかり検討を

行う必要がある。 

 そして、三つ目でございますが、地域コミュニティーの核としての学校の役割を考慮し

た適正化の進め方ということで、地域のコミュニティーの核として、そして子供たちの勉

強の場として、そういう学校の役割を、それぞれどのように考慮して、適正化をどう考え

るのか、こういうことを、しっかり３点検討していきたいというところでこの会議を進め

ているところでございます。 

 ９ページ以降は参考資料としておつけしておりますので、説明は割愛させていただきま

す。 

 こういうところを踏まえて、恐縮ですがタブレットに戻っていただきまして、２ページ

でございます。１回目の会議の記録概要というところで、主な意見、それぞれいただいて

おりますので、順番にご紹介のほうをさせていただきます。 

 タブレットの２ページでございます。第１回の資料の説明を踏まえまして、主な意見と

しましては、まず、学校関係者のほうから、やっぱり小規模化が進むと負担がふえる。そ

れは工夫で解決できるが、やはり単学級でクラスがえができないというのは大きく課題と

いうふうに認識しておるということでございます。 

 また、小規模校では、生徒会や委員会活動、一人一人の活躍が多いというところもござ

いますが、やはり部活動では顕著にデメリットが生じるというところでございまして、ま

た、本市は部活動への配慮ということで学区外通学を認めておる関係なんですが、それも

また小規模化に拍車がかかるという負債もあるというところでございます。 

 そして、学校にとって適正な規模の確保は大切である。また、地域コミュニティーの中
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で学校の位置づけと適性規模、どっちが重要なのか、しっかり優先順位というのを考えて

いきたいというご発言でございました。 

 また、ＰＴＡの関係者の方からは、子供が安全に通えるような学区の整理、それが一番

の解決策ではないかというご意見をいただきました。学区が決まれば、保護者はそれに従

うということもおっしゃっていただきました。そもそも学校は子供の教育の場であり、そ

のための適正化であると思うと。現在は子供のことが置き去りになっていないかというご

意見でございました。しっかり子供の教育が大前提であるというところも認識すべきであ

るというご意見をいただきました。 

 また、地域の関係者の方からは、地域コミュニティーなどのかかわりを考えるならば、

小学校と中学校はやはり分けて考えるべきである。小学校は、やはり地域とともに歴史・

文化、方言、習慣などを学習していくと。中学校は、部活動や学力と大人数の競争という

ところもございますので、小学校だけは地域コミュニティーのつながりを大切にしてほし

いという意見でございます。 

 また、自治会としては、学校はまちづくりの中心的な存在であると考えまして、やはり

そういうまちづくりの中の一つの存在としての学校という認識が議論のスタンスで大切で

あるというご意見もいただきました。 

 また、学識経験者の方からは、地域コミュニティーの論理と子供の教育とどちらを向く

のか、どちらを優先にするのかということでございますが、それがやはり大切な視点であ

ろうと。意見がぶつかった場合に、やはり優先順位がないと明確に物事の解決の手段とは

ならないというご意見のもと、今後そういう話し合いをすべきであるというご意見をいた

だきました。これが第１回目の会議の内容といただいたご意見でございます。 

 そして、もう一度恐縮ですが、紙の資料、第２回目の適正化検討会議の資料にご説明を

させていただきます。 

 紙のほうの第２回目の資料というところでお分けいただきますと、１ページには今しが

たご説明いたしました第１回目の検討会議の主な意見の抜粋がございます。こういうとこ

ろを踏まえまして、小学校と中学校の違いの明確化であるとか、地域コミュニティーの核

としての学校の役割に考慮した適正化の進め方、このあたりをもう少し掘り下げて、さら

に国の方に来ていただきまして、全国的な動向等もご説明を受けた上で議論をさせていた

だいております。 

 ２ページでございます。２ページ、３ページ、それから４ページには、本市の児童・生
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徒数と学校数の推移、それから全国的な推移につきまして記載がございますが、２ページ

は先ほどご説明した資料と同様のものでございますが、やはり３ページの全国的な人口の

推移、それから４ページの公立小学校児童数・学校数のグラフから見ましても、やはり同

様の傾向が。子供たちの数の増加に伴いまして学校がふえる、しかし、児童数は減っても

学校数はなかなか減らないという、そういう本市における課題も、４ページの折れ線グラ

フがそうなんですが、全国的に見ても、これは市町村合併等で学校数は若干は減少の傾向

がございますが、やはり児童数の減少に対しまして学校はなかなか減っていかないという

ところでございます。 

 それから、４ページの下の棒グラフでございますが、緑の線で囲っておる、46.5％、

51.6％という数字、これは、いわゆる文部科学省の適正な規模であるという基準から外れ

た学校の数でございます。それぞれ小学校、中学校ということでありますが、中学校にお

いては半数以上がやっぱり適正な学校規模と言えない、基準以下ということでございます

が、そういうような状況であるということもご説明をいただきました。 

 それから、５ページには、国立教育政策研究所の山森総括研究官からのレクチャーと、

その資料でございます。このあたり、なかなか専門的なお話をしていただきましたのです

が、まず、学校規模につきましては、かいつまんで申し上げますと、なかなか学校規模の

研究というのは進んでいない、適正な学校規模がどうであるかという研究はなかなか進ん

でいないという前提がございまして、その中で、外国の研究というのも余り日本に当ては

まるものではないというお話もいただきました。 

 また、結論としては、統廃合の対象となる学校の規模についての研究は、まず学校規模

の話では余りない、よくわからないという前提でございますが、学級規模――こちらは山

森先生の専門的な研究であるんですが――は、現状の標準規模、いわゆる40人という規模

は、若干多めであるといいますか、それよりは小規模であるほうが子供たちにはよいとい

う。そして、教員にとっては、25人前後であると、大きな学級、小さい学級両方でできる。

要は組み合わせ方でダイナミックにも、よりコンパクトにも子供たちを指導できるという

メリットがあるということを教えていただきました。 

 また、小規模学級は、低学力層を底上げする効果は認められるが、全ての児童生徒の学

力を高めるというわけではないという研究のことも教えていただきました。児童生徒の学

力に対する学級規模の主効果は見られないが、教師の指導行動、児童生徒の学習行動には

好影響が見られ、一部の児童生徒の学力には影響すると。小人数、小規模のそういう状況
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は一部の学力には影響するであろうというご説明でございました。その中で、学級規模と

学年規模の相互作用というところで、小規模学級×多学級数、要は、コンパクトなクラス

で、そのクラスが多いというのは、やっぱり学級集団としては安定するということを教え

ていただきました。学級数がふえるということも一つ統合のメリットであるというご説明

でございました。そして、学校統廃合につきましては、児童生徒に与える影響、そのあた

りの分析が十分ではないというご示唆をいただきました。過去の事例から、数年後の状況

に見て、行政や学校の視点ではなく、児童生徒の視点からちゃんとその成果と影響につい

て検証するというご示唆をいただきました。 

 また、分校として残すという選択肢というタイトルでございますが、複数の学校を一つ

をまとめて残りを廃止するということではなく、例えば分校で残すとか、いろいろな全国

の事例がございます。全国的に見ても、統合というのは個別事象であって、なかなか一般

論が通用しないというご発言もいただきまして、その中では、その地域地域に応じて一番

いい方法をいろんなケースから学んで選択をしていくのがいいのではないかというご示唆

をいただきました。 

 それから、また、６ページ、７ページには、まず６ページには、昨年度、山森先生のほ

うは橋北小学校・橋北中学校に学校視察をいただきまして、学校の状況を見ていただきま

した。一つこの中では、いかに子供たちの教育課程が実施できるような、そういう環境を

整えるかという視点から、義務教育においては学校規模の大小にかかわらず、教育課程は

同一であり、子供につける力について、また実施すべき学習内容等も同じである。このこ

とから、規模というところよりも、どういう教育ができるかという視点が大事だ。それか

ら、昔ながらの教育スタイルを求めるのではなくて、新しい、そういう、全国的には多く

の学校が基準外というところも踏まえまして、いろんなやっぱり勉強、そういう情報収集

をすべきであるというご意見もいただきました。 

 あとは、学校の様子とか、教職員にちょっと多忙感がある等々の視察内容のご報告をい

ただいておる資料でございます。 

 そして、７ページにつきましては、地域コミュニティーにおける学校の役割としまして、

これは指導課のほうから四日市版コミュニティスクールについてご説明をしていただきま

して、特に７ページ下の（２）活動例というところで、小学校につきましては、地域の特

徴を生かした体験学習や地域人材による学習支援など、地域と密着した活動が広く展開さ

れていること。また、中学校につきましては、やはりキャリア教育、将来のお話とか地域
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活動への参画など、子供の社会的・職業的自立を促す活動への支援が広く展開されている

こと、こういうところを、コミュニティスクールにおける小中学校の違いという点につき

まして説明のほうをさせていただきました。 

 こういうところを踏まえまして、第２回目にいただいたご意見というところでございま

す。タブレットのほうに戻っていただきまして、３ページでございます。この全国的な状

況、それから山森先生の講義、そしてコミュニティスクール等の取り組みを踏まえまして、

主な意見でございますが、３ページ、まず学校関係者からは、適正化については各学校区

で話し合いをするのではなく、もう少し大きな行政措置としてかかわってやっていただき

たいというところですね。それから、子供たちは、環境に順応するのが早いので、ただ、

個別に対応すべき子供には細かいケアをすることも必要であるというご意見をいただきま

した。 

 また、ＰＴＡ関係者からは、やはり統合を考える上で、周辺の学校区を含めて一緒に考

えていくべきであるというご意見もいただきました。また、行政がある程度のリーダーシ

ップもとってほしいというところをご意見いただきました。 

 地域関係者のほうからは、やはり行政として、地区割りや行政区の見直し、その先に学

校の配置という、そういう考え方。そして、市として横断的に議論する場、そういうのが

必要ではないかというご意見をいただきました。 

 また、学識経験者の方は、統廃合は個別の事象であって、一般論ではなかなか解決しな

い話。そして、これまでの成果というのをきちっとまとめるべきである。そして、経済的

な話、教育、コミュニティー、また、行政経済とか費用対効果、そういうところもしっか

り説明と折り合いをつけるのかという議論が必要である。そして、その基準だけではなく

て、その人の感情や歴史的な背景、そういうところもしっかり考慮する必要があるという、

そういうご意見をいただきました。 

 このご意見を踏まえまして、12月には第３回としまして、この会議のまとめとして、先

ほど申し上げた三つのポイントにつきまして提言をいただく、こういうことを今、全市的

な適正化に向けた取り組みとして教育委員会としてさせていただいておるところでござい

ます。 

 説明は一旦以上でございます。 

 

○ 吉田教育監 
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 教育監、吉田でございます。 

 参考資料として、Ａ４、１枚で少人数教育についてということでお話し合いをしていた

だく中で、ベクトルをそろえていただく必要性があるのではないかなというようなことも

ありまして、資料として厚かましく出させていただきました。 

 タブレットのほうも配信をされていると思うんですけれども……。 

 

○ 山口智也委員長 

 朝送らせてもらったところの真ん中あたりにあります。少人数教育についてというのが

一つ別で送らせていただいております。 

 

○ 吉田教育監 

 四日市市教育委員会として、少人数教育というふうなことを捉えるときに、少人数教育

とは、一般的には学習集団の規模を小さくすることで教育効果を高める手法という、そう

いうことでございますので、主に大きく分けて、一つは学級の人、１学級の人数を少なく

することで少人数教育を実施する。これが現在、小学校１年生、小学校２年生、それから

中学校１年生で実施しているようなものでございます。少人数学級編制ということと、そ

れからもう一つが、少人数教育、指導、授業、このことにつきましては、一つの教室の中

で複数の教員が入って同時に指導する。そして、テーマごと、あるいは習熟度の中でも、

一つの教室の中でも分かれて指導するような形態もありますし、よく言われている、この

間の視察のときもおっしゃられていましたが、いわゆる余裕教室を利用して、そこで分か

れてやると。場所を変えてやるというようなやり方もございます。大きく分けて、学級編

制と余裕教室等を活用しながら少人数指導をすると、こういうことでございますので、お

知り置きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 後半に教育環境課題の部分、とりわけ朝明中学校区について後ほどまた説明をいただい

てご議論いただくわけですけれども、まずはマクロ的な視点から、学校規模等適正化検討

会議のこれまでの経緯ですとか、また少人数教育についても今ご説明を願ったところでご

ざいます。 
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 今までのご説明の部分で質疑をさせていただきたいと思いますので、ご発言のある方は

挙手にてご発言を願います。 

 

○ 森 康哲委員 

 一番最後に説明があった少人数教育なんですけれども、これは義務じゃないですよね。

推奨されているだけですよね、あくまでも。やらなければならないという義務ではないで

すよね。 

 

○ 吉田教育監 

 おおむねそのとおりですが、学級編制の国の基準、小学校１年生の部分、ここについて

はもう義務化されているということになります。 

 

○ 森 康哲委員 

 それが、じゃ、少人数教育が実施が難しい学校というのは、四日市市内に何校あるんで

すかね。 

 

○ 吉田教育監 

 少人数学級編制が実施できないというところでは、国、県レベルではございません。市

単独の独自の施策を打っておりますが、その中で、30人以下学級ということで、例えば小

学校、本年度11学級、11校が対象です。中学校１年生は12の学校が対象で、うち、できて

いないのは山手中学校１校だけですが、これは、来年度、生徒数の減少が伴いますので、

これも解消するという予測で今進んでいます。 

 

○ 森 康哲委員 

 じゃ、おおむね四日市市内では少人数教育についてはできていると。 

 

○ 吉田教育監 

 少人数教育の中の学級編制についてはできているということでございます。 

 

○ 森 康哲委員 
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 質問を変えますが、行政区をまたいでの学校区というのは、小学校で市内に幾つありま

すかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 小学校は、まず大谷台小学校と、それから、あとは、済みません、ちょっと正確な資料

がないもので、はっきりすぐにお返事ができずに申しわけございませんが、大谷台小学校

と、あとは三重西小学校のほうで、神前小学校と……。 

 

○ 山口智也委員長 

 正確な資料はありますかね、そういったものも。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 ちょっとお待ちください。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、続けて、森委員。 

 

○ 森 康哲委員 

 例えば大谷台小学校区でいうと、三重地区と海蔵地区と大矢知地区と、三つの行政区が

一つの学校区を形成しているんですよね。非常にコミュニティーがとりづらいというふう

にはたから見ていても感じるんですけれども、その辺の課題よりも、今回適正化に基づく

いろいろな対応と課題というところが中学校のやつに何か焦点が当たっているような気が

するんですけれども、小学校というのは全然議論もされなかったんですかね、今回の会議

の中で。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず中学校ですと、行政区をまたぐ中学校というのは八つございます。その中で、やは

り数が多いというところと、小中学校の違いという点で一つ議論をいたしましたので、今

森委員のおっしゃったような、小学校の視点で行政区をまたいでという議論は、まだそこ

までは至っていないというようなのが現状でございます。 
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 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 中学校は、学校の数からいっても行政区の数と合わないんだから、それはまたぐところ

があっても当然イコールにはならないと思うんですが、逆に、小学校というのは40校、41

校でしたっけ。 

 

（発言するものあり） 

 

○ 森 康哲委員 

 統廃合したで38校になったんやね。 

 38校で、行政区が24行政区だと、やはりまたぐというのはなかなか考えにくい。一つの

行政区の中に何校もあるならわかるんだけど、その間にまたがっているというのは、非常

にコミュニティーがとりづらい。逆に、中学校よりも、そっちの課題のほうのが私は問題

になってくるのかなと思うんですけれども、なぜそれを話し合われなかったのかな。何か

あるんですかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず、現在、学校規模等適正化計画の中で、橋北中学校、それから塩浜中学校と、中学

校がまずＥ判定であるという点、そして、中学校の再編といいますか、適正化の必要性の

部分におきまして、やはりＥ判定というところも踏まえまして、まず中学校から議論とい

うところの喫緊の課題を解消するに当たっての検討の仕方という点で、中学校というとこ

ろで一つご議論していただいておるという現状でございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 適正化の中でも、橋北小学校や小山田小学校なんかも適正状況判定のところにひっかか

ってくるんですよね、中学校だけじゃないですよね。小学校のほうが逆に言えば問題なの

かなと。特に橋北小学校なんか、統廃合した上でまた適正化にひっかかってくると。西と

東で統廃合した。それで適正化になったのかなと思ったら、またこれも人数的に足らない。
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クラスが１学年に１クラスしかないから、クラスがえができないと。１年生から６年生ま

でずっと同じ友達。例えばいじめの問題があっても、ずっとクラスがえができない状態に

なってしまうわけですよね。そういう課題に対して、なぜ中学校から先にそういう議論が

されたのか。一緒にやっているならわかるんですけれども、やっぱり一緒に、こういう問

題というのは小学校も含めて考えていくべきじゃないんですかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 今、森委員おっしゃった、小学校における行政区の課題というのは、確かに私ども検討

すべきであるというふうに考えます。しかし、現状といいますか、現時点におきまして、

今回のテーマでもございます小学校と中学校の学校における適正化の違いという点、まず

私ども、これまでも小学校においては、やはり地域との結びつきが強いという点、それで、

中学校には、やはりより競争できる、切磋琢磨できる環境をつくる必要があるのではない

かという、そういう考え方を、この学校規模等適正化計画の中でも一定まとめさせていた

だいております。その中で、やはりこの考え方につきまして、さらに教育委員会だけでは

なくて、地域の方や保護者の方のご議論をいただくという点でお話を持っていく中では、

小学校、中学校の違いと、それぞれの行政区の結びつきの違いの明確化というところを一

つポイントとさせていただいた関係で、そこで中学校の規模の確保という点の強調という

点から議題のほうをちょっと絞らせていただいておるのかなというイメージでございます。 

 おっしゃっていただく小学校における課題も当然あります。そのほうに考えるべきでは

あるとは思いますが、議論の積み重ねの仕方として、まず小学校と中学校の違い、そして

中学校における規模の必要性と統合へ向けた考え方の整理という一つ論点で議論していた

だいておりますので、森委員のおっしゃるような議論はさらにその先にあるのかなという

ところでございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 最後にしますけど、今の説明の中で、より中学校のほうが地域との結びつきを求めるよ

うな発言があったんですけれども、逆じゃないですか。小学校のほうのがより……。その

辺ちょっと聞かせてください。 
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○ 長谷川教育総務課長 

 まず、小学校の考え方でございますが、小学校においては、これは学校規模等適正化計

画にまとめてございますが、教育活動における地域との連携において結びつきが強いこと

や、適正な通学距離、通学路の安全確保の必要性が高いことから、行政区との整合性の要

請がより高いことを踏まえ、取り組みを行う必要があると。これが小学校でございます。 

 また、中学校においては、将来の進路を見据えた……。 

 

○ 森 康哲委員 

 今のところ、小学校のほうが、じゃ、より強く地域との結びつきが必要だというところ

であれば、大谷台小学校区はやはり問題だと思うんですよね。三つも行政区があって、地

域のつながりというと、三つの地区の連合自治会がかかわってくるわけですよ。一つの学

校区の中で、通学路の問題一つにしても、三つの行政区に話をせなあかんと。ＰＴＡのお

母さん方も、一つの行政区じゃなくて三つの行政区から出てくるわけなので、非常にコミ

ュニティーがとりづらいと思うんですよ、今現在が。そこが僕は課題だと思うんですけど、

そういうところが全然話し合われずに、なぜ中学校の問題しか取り上げなかったのかとい

うのをお聞きしたかったんですけど、ここまでにしておきます。 

 

○ 山口智也委員長 

 課題としては、教育委員会もないことはないわけですね。きちんとこの先に検討しなけ

ればいけないと。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず、やっぱり適正化という点で、今私ども、やっぱり規模の課題、人数、それから配

置の課題、学校の場所、そういうところから入って、そして、その先に行政区、それから

小中学校という話の違い、そういうところの議論の仕方の中では、現状、適正化の中で、

今大谷台小学校というのは規模も非常にバランスよくなっておりますので、まず喫緊の小

規模化、それから大規模化で施設不足の部分、そういうところをしっかりまず対応してい

ただくための議論というふうにご理解いただきまして、それから、その先に行政区と学校

のあり方という大きなテーマでの議論の中で、今森委員おっしゃったような話し合いの議

題が設けられるのかなと、そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 他に。 

 

○ 豊田政典委員 

 最初に、今森委員が聞かれたのは、少人数学級のできていない学校は山手中学校だけだ

という話でしたが、改めて少人数授業のほう、学級じゃない、授業、今年度できていない

学校、数と具体名、それから、来年度以降どうなるのか、改めて確認だけさせてください、

授業を。 

 

○ 吉田教育監 

 先ほどご説明させていただきましたが、ティーム・ティーチングを含めて……。 

 

○ 豊田政典委員 

 含めないで。 

 

○ 吉田教育監 

 含めないというカウントの仕方というのは、済みません、私ども教育委員会の統計をと

っていないので、今……。 

 

○ 豊田政典委員 

 わかるやろう、そんなの。教室を分けている学校、分けられない学校。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 吉田教育監 

 もう一つ、ちょっと言わせていただくと、あの視察の折にもあったんですが、一部の学

年ではやっていて、一部の学年では実施できないというような状況もありますので、それ
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ぞれの学年ということではちょっと無理なんです。 

 

○ 豊田政典委員 

 やっている学校、基本は教室さえあれば全ての学年でやっているの。 

 

○ 吉田教育監 

 はい。原則としてそのようなことで実施しておりますし、また、いわゆる余裕教室がな

くても、私、中学校の現場におりましたので、図書室とか、それから、いわゆる視聴覚室

を臨時に教室として開設をして、そこで分かれて授業するということも工夫して、創意工

夫しながらやっております。 

 

○ 豊田政典委員 

 図書室でもどこでもいいんですけど、全ての学年がやっている。やっている学校数は、

じゃ、答えられますか。学年、ごめんなさい、学年はやっているか。 

 

○ 吉田教育監 

 申しわけありません、ちょっと今そこまでの資料も持ち合わせておりませんし、全ての

学年でやっているということになると、ちょっと難しいのではないかと思うんです。各学

年でもしやるとしても、小学校であっても中学校であっても、相当数の各学年ごとに余裕

教室が必ず一つ二つないと、学校規模によっても違ってきますので、そこまでいくと、い

わゆる豊田委員が言われるような少人数がちょっと難しいと思います。 

 

○ 豊田政典委員 

 ここはあんまりこだわるところじゃないんですけど、つまり、例えば小学校なら６学年、

六つありますよね。そういう学校は極めて少ないという話だったと思うんですけど、余裕

教室としてあるのは。ただ、どの学校がどういう状況なのかというのが、それも把握され

ていないようなお話ですけど、そこを押さえないと、施設の過不足というのは全体像が見

えませんよね。それは統計されていないの。 

 

○ 吉田教育監 
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 余裕教室という形で、教育施設課のほうからまとめて、数の調査はさせていただいてお

りますので、数自体はわかるんですけれども、今全ての学年でされているかどうかという

ことになってくると、ちょっともう一度精査しないと正確なお答えができないんですけれ

ども。申しわけありません。 

 

○ 豊田政典委員 

 今求めませんけれども、決算のときに幾つかの学校についてやりとりをした。これは学

校施設が不足しているのではないかとか、あるいは少人数授業の有効性を前提とした議論

をしたわけですよ。それで、特定の幾つかの学校は足りないからどうのこうのという議論

があったけど、各学校が、各学年がどれだけやっているかやっていないかも把握されてい

ないというのは極めてショッキングな話で、その状況ぐらい把握していなければ全体の話

ができませんやん。改めて出してくださいね。 

 

○ 山口智也委員長 

 そこを把握しているか把握していないかが。 

 

○ 吉田教育監 

 済みません、私の説明の仕方が十分ではなかったかもしれませんが、一応調査はしてお

りまして、いわゆる教育白書のほうの52ページ、53ページあたりには、平成27年度少人数

授業実施状況ということで、小学校38校中、教科別実施コース、あるいは中学校の教科別

実施コースというようなことは調査はとってあるんですが、全ての学年で実施できている

か、少人数でやっているか、あるいは私どもはティーム・ティーチングを含めて少人数授

業というふうに調査をかけておりますので、そこまでの資料としては今ご提示することが

できないということです。 

 

○ 豊田政典委員 

 それでは全く議論にならないわけで、ティーム・ティーチングではだめだから……。だ

めだからじゃない、教室がないから、仕方がないからティーム・ティーチングをやってい

るという、この前の話もあった、視察のときも。だから、空き教室の数だけでもだめだし、

その調査もすごくざっくりしていますよね。全ての学年なのかどうかもよくわからない。
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ティーム・ティーチングもカウントする。そんなことじゃ、決算のときの議論は何だった

んだろうという思いがしてきますので、すぐにとは言いませんけど、ぜひ把握されて、各

学校、全学年の、それで、施設が、教室が、あるいは図書室でもいいですが、どういう実

施状況なのか把握されるべきだと私は思いますので、求めておくというのはちょっと言い

過ぎですけど、把握されるべきだという意見にしておきます。 

 学校規模等適正化検討会議のほうですが、ようやく復活というか、全市的な議論を始め

ていただいたのは歓迎します。最初、１ページのところに目的が書いてあるんですけど、

いま一つよくわからない。全市的な取り組みを進めるための具体的な方向性について検討、

これは、最終的に何を目指そうとしているのか、どんな姿を思い描いて事務局が務められ

ているのか、それからスケジュールを教えていただけますか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 私ども、適正化を進めるに当たりまして、今の喫緊の課題は、やはりＥ判定の二つの中

学校――橋北中学校、塩浜中学校――ここにおける適正化の話を進める。さらにその向こ

うに全市的なあり方についてしっかりと共通認識を抱くというところを目標に今進めてお

るわけですが、そのための一つの方策、方向性としまして、やはり今現在、両校とも行政

区における一つの学校というところでございます。そういう中では、やはり地区をまたぐ

といいますか、地区を超えた適正化のあり方、特に中学校における地区を超えた適正化の

あり方というところについて、どういう話し合いの仕方、それから、どういう解決の方向、

そういうあたりをしっかり検討する。その先に、そうしましたら、市内でどういう形で、

どれぐらいの大きさといいますか、全市的というのはなかなか難しいと思うんですが、も

う少し地区を超えた一つのスケール感で、その地区の学校の規模や配置のあり方について

検討できるような、そういう仕組みができないかなという思いで、今、私ども会議を進め

ております。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 スケジュールはどういう予定ですか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 
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 まず、この検討会議につきましては、今年度は３回目、12月をもちまして一定結論とい

いますか、提言をいただきまして、それを、今年度、平成28年度の学校規模等適正化計画

に計画としてその内容として記載したい、充実したいと考えております。 

 そして、この学校規模等適正化検討会議につきましては、今後も、来年度もできたら開

催をしたいというふうに考えておりまして、継続的にこういう全市的な考え方、私どもの

適正化の進捗につきまして、その都度意見をいただいていくような考え方で、毎年度開催

ができないかなということを今考えております。そして、今申し上げたような単位、一つ

のグルーピングができまして、橋北中学校とか、それから塩浜中学校の適正化に向けた話

し合いの単位の設置というところが一つ目標になってまいるんですが、それを来年度以降、

どういうタイミングでできるか、きょう申し上げることは難しいのですが、早急にそうい

うような話し合いの仕組みをつくっていきたいというのが来年度以降の考え方でございま

す。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 附帯決議を受ける形でという説明だったんですけれども、今の少なくとも28年度の目的

というか、最終到達点というのは、課題校10校区について、１行政区１校という枠をはめ

ていたのでは解決が難しいので、まずその１点を取っ払えないかという話し合いにとどま

っているように聞こえたんです。附帯決議の心というのはそんなちっぽけなことではなく

て、最初にグラフが示されたように、大きく子供が減っている中で学校の数が全く減って

いないと。だから、将来的な再配置、再編計画というのを見据えた議論をしてほしいとい

うことだった。29年度も続けていきたいということなので多少期待は残すんですけれども、

あくまでも教育委員会が進めている個別の対応の拡大版に過ぎないのだとすれば、全く附

帯決議に応えていないと私は思いますし、期待外れというか、応えてもらったのは３割ぐ

らいかなと、そんな感想ですけど、その先はもうちょっと何とか、難しいと思います、確

かに。10年後、20年後の姿をやってというのは極めて難しいけれども、かつて栗田教育総

務課長は描いたこともあった。だから、もう少し先まで描いていくという考えはあるのか

ないのか、教育長、どうなんですか。 

 

○ 葛西教育長 
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 教育長の葛西です。 

 平成24年度に、今豊田委員のほうがご指摘ありましたようなシミュレーションとして一

度お出しすることがございました。そのときの議論は、全体会の中で、あるいは大矢知中

学校が入っているから、これはやはりふさわしくないということで、これはちょっと押さ

えておくようにというふうな、そんなふうなことがございました。そういうような経緯も

ございます。あのときの配置は、それこそ児童数と、それから学校数だけ、この二つの視

点だけのシミュレーションとしてお示ししたものでございます。 

 今もう一つ考えているのは、施設とのかかわりと、それから文部科学省がこの平成26年

度に出してきたのは、やっぱり地域のコミュニティーとの核との密接な関係、これもしっ

かり考えるべきだというふうな、そういうふうなことも出てきております。ですから、そ

ういうふうなことも考え合わせているというのが今の現状です。 

 ただ、今回、私どものほうが中学校で、これも喫緊の課題になってきています、橋北中

学校、それから塩浜中学校につきましては。これらを、その校区だけで話し合いをしてい

ても進まないということから、周辺の地域も含めて議論をしていくと、そういうふうな枠

組みや手順、これを本年度しっかり決めたいと思っています。これをやはり議員の皆様に

もしっかりとお認めいただくことによって、それらを、この間一つ二つやると、それから

あと、全市的なものの配置を見てみたときに、あと必要なところはどこなのかという、そ

ういう議論がその次に来ると思います。そういうふうなことをきちっとやっていくことに

よって、四日市全体の適正配置の図に落とすまでの作業、これを29年度からかかっていく

という。ここのところをしっかりして共通理解を得ないことには、結局は議論が宙に浮い

てしまうというふうな、そういうふうなことを思います。私どもは確実にやはり今の問題

を解決しながら、そして、少し時間は必要ですけれども、全体的なところまで見ていくと

いうふうな、そういうふうなことを丁寧にしていきたいなというふうに思っています。 

 

○ 豊田政典委員 

 29年度のそのあたり、もう少し広げた形の議論を進めるということなので、きょうはこ

の辺にさせていただいて、もう一個、森委員も言われていましたが、子供ファーストか地

域ファーストかという話です。 

 第１回の２ページの議論のところに、ＰＴＡは当然子供中心、子供のことを考えてやっ

ているし、地域関係者は違うんだと、対立しますわな。今まで適正化の問題をずっと私も
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10年以上見てきて、ここでけんかするわけですよ。けんかというのは言い過ぎですけど。

それで、小学校と中学校は違うんだという考え方も最近少しは僕は理解するようになって

きたんですが、だけど、あくまでも教育委員会は子供の学習環境を整備する義務がありま

すから、子供ファーストで行くのは当然だと僕は思う。小学校の場合は、そこにプラスア

ルファで、10ある中の２ぐらいは地域のことも考えるか、その程度でいいのと違うかなと、

個人的な考え方ですけど、中学校は100、ゼロでいいと思いますが、小学校は多少そうい

う色合いもあるのかなというのは最近の私の理解なんですが、学者の悪口を言うたらいけ

ませんが、ここが大事だとか、過去から学びたいとか何か言われていますけど、そうでな

く、これは教育委員会がやっぱりはっきりと示すべきところじゃないか、勝負どころじゃ

ないかなと思うんですけど。意見にしておきますが、私はそういうふうに思っています。 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、続けて、樋口博己委員。 

 

○ 樋口博己委員 

 先ほど教育長が答弁された今年度の課題整理、来年度の課題整理というところで、橋北

中学校、塩浜中学校という具体的な例を出されて、その辺をまず整理したいという考え方

は、僕は同じ考え方です。全市的に取り組むのが当然なんですけれども、課題解決にとっ

ては、やっぱり１点成功例というか、当然橋北もそうですけど、成功例をつくって、その

ノウハウを用いて全市にやっていくと。ただ、そのスピード感はさらに加速せなあかんと

は思っていますが、それは私も賛同したいなと思っています。 

 少人数教育のクラスを分ける、ティーム・ティーチングというところで、豊田委員がそ

の辺をしっかりと把握すべきだということを発言されたんですけれども、現状としては、

クラスを分けている少人数教育とティーム・ティーチングが混在しているわけなので、そ

こに市内で教育的格差があってはあかんと思うんですよね。今までの答弁をお聞きしてお

ると、クラスを分けて少人数の教育をするのも効果があるし、ティーム・ティーチングも

効果があるというふうに答弁されていると思うんですけれども、その辺は１回しっかり豊

田委員が指摘されたところを整理いただいて、毎年この全国学力・学習状況調査をやって

いますよね、そういう数値を確認しながら、何らかの形でしっかりとした、教育環境によ

ってクラス分けなり学習方法は違うけれども、同等レベルの効果があるんだというところ
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を、ちゃんと明確な答えを持っておってほしいんですよね。それが違うとなれば、これは

大きな問題になってきますけれども、ただ、感覚的には教育委員会としては同レベルな成

果が得られているというふうにとっていると思うんですよね。その辺のニュアンスを、何

か今具体的にありますかね。 

 

○ 吉田教育監 

 教育監の吉田でございます。 

 こまめに子供たちの状況に応じた教育をしていくということであれば、学者さんのいろ

んな説がありますが、私としては、やっぱり習熟度別にすべきだと思います。しかしなが

ら、ずっと習熟度別というのは固定化されますので、これは、時と場合、課題によって変

えるべきで、それは柔軟にやっていくべきだと思っております。ある単元だけで子供の状

況で学習の理解度が大きく違うなというようなところについては習熟度別を取り入れる。

あるいは、この部分についてはもう一斉でやる。あるいは各グループごとにテーマを与え

て、それを調べ学習させる、それで複数の教員がつく。こういうようなこともありますの

で、全てが一概に一律に効果があるのかとかというようなところは大変難しゅうございま

す。 

 また、全国学力・学習状況調査の中で、そのような調査を含めたものではないと私は思

っておりますので、ただ、子供たちについても、やっぱりよく見てもらっているという感

想、それから、理解しやすくなったという感想、それから、これが、私どもの経験上言え

ば、より落ちついた学習環境を保てる。やっぱり学習環境が落ちついていないと、幾ら授

業を綿密にやったとしても定着しないんです。やっぱり四日市が伸びてきているのは、落

ちついた環境を整えていただけるようにご支援いただいていることも大きな要因ではない

かなというふうに私は考えております。 

 

○ 樋口博己委員 

 教育監は、現場が長い方なので、そういう感覚でご答弁いただいたと思うんですけれど

も、そうであるならば、やはり豊田委員からご指摘のところの分析をしっかりして、この

学校は、この学年は少人数教育、この学年はティーム・ティーチングというのをしっかり

と把握した上で、今、経験値の感覚の中で今答弁いただいたと思いますので、そういう現

状もしっかり分析された上で、やはり今言われたように、この学校はさまざまな教育指導
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をやっているけれども、落ちついた環境があるからしっかりと学習が伸びているというと

ころをしっかり把握されて、分析だけいただきたいなと思います。 

 

○ 吉田教育監 

 つけ加えて言わせていただきますと、いろんな課題があって、その学年が落ちつかない

というときは、加配学級ということで、特別な点数を加配いただいていますので、それで、

本来でしたら、例えば５年生で40人学級編制のところを、１人担任をつけて、小学校５年

生で、４クラスを５クラスにするなどの工夫を、それはもう教育委員会も教育現場と相談

しながら、常にやっている、毎年度やっているということですので、その状況はご心配い

ただくことではないかなとは思います。 

 ただ、いろいろ子供も日々成長、発達しますので、いろんな新たな課題で、突発的なこ

ともいっぱいありますが、それに対応せざるを得ないというのが現状かなというふうに思

っております。済みません。 

 

○ 樋口博己委員 

 よくわかりました。であるからこそ、きちっと数値的な分析をして、ここにはこういう

対応をしていますよというのをしっかりと分析いただいた上で報告いただければなと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございます。 

 他にまだご質疑あるかもわかりませんが、１時間程度たちましたので、一旦ここで休憩、

５分だけとらせていただきたいと思います。 

 後半の朝明中学校区について、再開の後、説明をいただきたいと思いますので、次のほ

うに進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、５分間休憩させていただきます。 

 

                                １４：３１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：３８再開  



 - 25 - 

 

○ 山口智也委員長 

 それじゃ、時間が来ましたので再開させていただきたいと思います。 

 それでは、冒頭、まず長谷川課長のほうから、先ほどの少し追加の説明があるというこ

とで、お願いします。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 教育総務課の長谷川でございます。 

 先ほど森委員からご質問いただきました、行政区をまたぐ小学校につきまして正確なと

ころを申し上げます。 

 まず、大谷台小学校、これ、大矢知地区、三重地区、海蔵地区にまたがります。それか

ら、三重西小学校が三重地区とそれから神前地区にまたがります。そして、常磐西小学校

が常磐地区と四郷地区にまたがります。また、河原田小学校が河原田地区、内部地区にま

たがる。４校ございます。即答できずに申しわけございませんでした。 

 以上です。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口智也委員長 

 森委員、よろしいですか、先ほどの説明で。 

 

○ 森 康哲委員 

 今、小学校区で行政区がまたがっているところが４校あるということで、中学校は５校

でしたよね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 中学校はもう少し多うございまして、済みません、ちょっと資料が古いんですが、まず、

山手中学校が海蔵地区、大矢知地区、これは大谷台小学校の関係で、海蔵地区、大矢知地

区、三重地区ですね。それから、三重平中学校が、これは三重西小学校の関係で三重地区、

神前地区。そして三滝中学校が神前地区、川島地区、桜地区の一部が入っております。そ
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して、常磐中学校が常磐地区と四郷地区、これは常磐西小学校の関係でございます。そし

て、南中学校が日永地区、河原田地区、内部地区。笹川中学校が四郷地区と川島地区の一

部ということでございます。そして、大池中学校が県地区と三重地区、そして朝明中学校

が八郷地区と大矢知地区、西朝明中学校が下野地区と八郷地区、西陵中学校が小山田地区、

水沢地区ということで、10校というところでございます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 そうすると、やっぱり説明があったように、地域と密接によりかかわりのある小学校区

での地域とのずれが、そちらのほうのが影響は大きいという説明だったので、やはりこの

４校、大谷台小学校、三重西小学校、常磐西小学校、河原田小学校、やはりここら辺の問

題も同時に話をしてくるべきなのかなと思うので、意見として届けたい。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続けて後半の説明をお願いします。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 続きまして、先ほどの資料に戻っていただきまして、朝明中学校移転建替基本構想策定

に係る進捗、教育環境課題調査検討事業の部分でご報告を申し上げます。 

 先ほどの資料の、恐縮ですが目次をごらんいただければと思います。表紙の裏の目次で

ございます。そこに２と書いてございまして、朝明中学校移転建替基本構想策定に係る進

捗についてという見出しで、資料４ページからでございますが、そこに４項目括弧書きで

書いてございます。 

 まず一つ目が、朝明中学校区における今後の児童生徒数推計、それから各学校の施設課

題について、そして二つ目といたしまして、移転後の朝明中学校で取り組む教育内容につ

いて、三つ目といたしまして、立地場所の比較検討の方法について、四つ目といたしまし

て、通学路の安全対策について。この四つにつきまして、これから地域の方としっかりご

議論をさせていただきたい。附帯決議の一つ目にございました予算の執行に当たっては、

八郷地区住民への説明協議を先行させるとともに、八郷地区及び事業の影響が及ぶ関係地
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域の理解を得ながら進めることといたしまして、主にこの四つの項目につきまして、保護

者や地域の方々に意見を伺って、最終案として基本構想をまとめていきたい。そして、議

会の皆様にご報告させていただきたいという考えで今進めさせていただいております。 

 まず、各項目を簡単にご説明いたします。 

 まず、４ページでございます。４ページから９ページまでは、朝明中学校と近隣の児童

生徒数の推計というところでお示しをするところでございます。４ページは通学区域とい

うところで、朝明中学校区の図を載せさせていただいております。そして、５ページ、６

ページには、まず、朝明中学校区の小中学校の児童生徒数と今後の見込み推計というとこ

ろでございますが、これは前回協議会でもご説明させていただきましたので、説明のほう

を割愛させていただきます。そして、７ページには、周辺地域の中学校、例えば西朝明中

学校、富洲原中学校、富田中学校、山手中学校、羽津中学校、こういったあたりの中学校

の将来推計についても記載させていただいております。そして、８ページ、９ページには、

これも、これまで何度もご説明をさせていただいておりますが、朝明中学校区の教育環境

課題、大矢知地区の教育環境課題、それから中学校の配置や施設の課題といたしましてま

とめさせていただいています。そして、９ページには写真も入れながら、それぞれの安全

面の課題や段差、そして大矢知興譲小学校の施設課題――前回視察もいただきましたが―

―こういうところを資料にしながら、保護者や地域の方にご説明をいたしまして、ご意見

を頂戴していきたいというふうに考えております。これが一つ目の項目でございます。 

 そして、10ページ、Ａ３の資料、ちょっと横に……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 タブレットではちょっとどのような見え方か、申しわけございません。朝明中学校の教

育内容といいますか、どういう教育を朝明中学校で目指すのかというところの資料を10ペ

ージとしてお出ししております。 

 まず、校訓として四角で囲んでございますが、「和・学・鍛」というところでございま

す。これが校門のところに石碑で建っておるところでもございますが、これまでもずっと

現在の校訓、引き継いでまいりましたし、今後の移転後においても現在の校訓を引き継ぐ

というところを基本とさせていただきます。 
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 そして、学校教育の柱として、９年間の義務教育における系統的、継続的な学びの一体

化の取り組み、それからキャリア教育の充実、こういうところ、それから、八郷地区、大

矢知地区コミュニティーを基盤としたコミュニティスクールの発展、そして両地区の地域

資源、まちづくり等々の、そういうところの教育としての資源、そして地域とともにある

学校づくり、また、周辺の豊かな自然環境との調和と共生を目指した環境プログラムの作

成と、そういう環境学習にもしっかり力を入れていきたい、こういう新しい学校の考え方

で、次世代型の学校モデルの創生を目指すところとしたいという、こういう資料をもとに

また話し合いを進めてまいりたいというふうに考えております。 

 10ページ右側、その教育目標につきまして図示したものでございます。 

 そして、11ページでございます。比較検討の候補地と比較の手順というところでござい

ます。 

 まず、左側の縦に矢印が通った図につきましては、これも前回ご説明いたしましたが、

比較検討の候補地といたしまして、一つ目としまして観音山付近、これは大矢知町地内で

ございますが、（仮称）大矢知中学校新設基本構想の際の候補地というところ、それから

現在の朝明中学校敷地というところで、八郷地区からのご要望に伴う比較検討というとこ

ろでございます。この二つをどのように比較するかというところも、しっかり項目とかや

り方についても話し合ってまいりますし、特に右側に書いてございますが、現在の朝明中

学校敷地において改築した場合をどのように想定するかというところの意見を伺ってまい

りたいというふうに考えています。 

 Ａパターン、Ｂパターン、Ｃパターンと表の中に書いてございます。ちょっと図は、こ

れは八郷地区の方々のご意見が、できる限り現在の環境をそのままでというご意見もござ

いました関係から、Ｃパターンをイメージとして示してございますが、まずＡパターンと

しましては、全面的に改築、候補地の改築と、それから段差の解消というところをまず基

本といたしまして、校舎まで建てかえるという案がＡパターンでございます。 

 Ｂパターンは、既存校舎は活用しながらも、敷地の拡張や段差をなくす、それから体育

館等の移設というところまで含めるというものでございます。 

 そして、Ｃパターンは、現在の建物、それから段差もそのままといたしまして、段差の

移動の際の負担の解消、それから安全対応ということで、昇降口の対策というところを下

にイメージとして書いてございますが、例えば特別教室棟と北側校舎間のスロープの設置、

それから体育館と南校舎を渡り廊下でつなぐこと、また、昇降口を現在の渡り廊下という
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ものではなくて昇降口に改築、そしてその奥の駐車場は駐輪場として活用するなどの安全

対策や段差移動対策を伴う工事をイメージしまして、これも実は八郷の地域の方、この資

料をもとに話し合いもさせていただいているところでございますが、こういうイメージを

おつくりしながら、地域の方と、どういう比較項目で比較すれば検討として適切なものに

なるか、説明しやすいものになるかというところでお示しをして、今後話し合いを進めて

いきたいというところでございます。 

 そして、12ページ以降は、通学路の安全ということで、移転を行いますと通学路の変更

を伴うというところで、12ページ、13ページ、14ページは、前回の協議会でもお示ししま

したが、それぞれ交通量調査等も行っておりますので交通量調査の概要、それから、その

結果と、14ページには課題といいますか、現状の通学時間における交通量を表にしたもの、

どこが危険か、どういうところを考えるべきかというところでお示ししながら、15ページ、

16ページでございますが、まず15ページ、ちょっと形が横になっておるかと思いますが、

朝明中学校区で赤い線が入っておるところが現在の通学路、そして赤い丸が現在の朝明中

学校ということで、現在このような通学路でございます。そして、黄色く塗ったところ、

そこを拡大したのが16ページとなっておりますが、特に16ページにも囲みで印がございま

すが、朝明中学校の通学路の中で、八風街道――県道26号線――を、ちょっと道の関係か

ら、どうしてもここを、子供たち、特に大矢知の子供たちが多く通るという状況、そして、

その南側の大矢知の郵便局の前を八風街道を横切る道、ここは車両通行どめにしていただ

いておる経緯もございますが、このあたりの安全確保につきまして、やはりしっかり地域

の方と話し合いをしながら、移転を行うに対して、どういう安全対策が必要か、どういう

経路が適切であるかというところもしっかりお話し合いの一つとして、今後話し合いを進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 私の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○ 山口智也委員長 

 ありがとうございました。 

 これにつきましては、８月議会で協議会で中間報告もいただいておりますけれども、そ

の後のいろんな状況も今追加で報告をしていただきましたので、そういったことも含めま

して、ご質疑ありましたら挙手にてご発言願います。 

 



 - 30 - 

○ 森 康哲委員 

 この附帯決議、わかっておる。議会から３月につけた附帯決議。教育長、わかっておる。 

 

○ 葛西教育長 

 教育長の葛西です。 

 附帯決議、特に八郷地区の方の理解を得るように、そういう努力をするというふうなこ

とでございます。 

 まず、この基本構想につきましては、このことについては、つくっていくことについて

意見を聞かせてほしいというふうなことで、私どもも足を運ばせていただいて、八郷地区

の方々から意見を頂戴しています。その一つが、先ほど説明しました朝明中学校での建て

かえ、そのときの三つ、Ａパターン、Ｂパターン、Ｃパターンというふうなことで出した

わけですけれども、その中で、特にＣパターン、こういうふうな方法で考えてくれないか

というふうなご意見をいただきました。それを今回このような形で出していただいたわけ

です。 

 それから、私も先週、八郷地区連合自治会さんを初め役員の方にお会いしてきました。

その中で意見交換もさせていただいて、その中では、現在ではやはり移転については反対

だというふうな、そういうふうなことを再度私もお聞かせいただきました。私も教育委員

会の考え方をお話させていただいて、何とか歩み寄れないかなというふうな、そういうふ

うなところを今もやっているところでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 議会で一番心配しているのは、やはり地域と地域が対立して綱引きすることがないよう

に、特に八郷地区に対しては丁寧に説明した上で進めることというふうに、いろいろ議論

した上で附帯決議をつけさせていただいたと思うんですよ。それがやはり大前提で、その

上で基本構想の予算を認めたということであれば、ちょっと先に進み過ぎなのかなと。協

議をきょうするまでもなく、まだする段階ではないんじゃないかなと思うんですけれども、

その説明、できるんですか。今聞いていても、八郷地区の方が理解を示して、ああ、どう

ぞどうぞ、進めてくださいというような状況ではないと思うんですけれども、やはり課題

があって、大矢知地区と八郷地区が直接話す場もまだないじゃないですか。まだ説明が足

らないと思うんですよね。理解ももう少し求めていかないかんと思うし、まだそういう段
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階だと思うので、余り急ぎ過ぎてもだめだと思うんですよ。この段階で我々も話を聞いて

も、なかなか、ああ、そうですかと、わかりましたと言いづらいんですよ。 

 努力は認めます。いろいろ八郷地区のほうに出向いてもらって説明してもらったり、

我々も教育環境課題として所管事務調査もさせていただいて、丁寧に説明もいただきまし

た。その上で、もう少し汗をかいて地域の方にも理解を求めるようにしていただかないと、

なかなかここから先というのは進みづらいと思うんですよ。 

 八郷地区だけじゃなくて、一つお聞きしたいのは、いいですか。 

 

○ 山口智也委員長 

 どうぞ。 

 

○ 森 康哲委員 

 資料４ページの地区の生徒数の推計がありますよね。これを見ると、朝明中学校区のど

真ん中に八郷小学校がぱっと目に入るんですけれども、これを大矢知興譲小学校のところ

の隣の観音山のところに持ってくると、どう見ても今の現在位置からはかなり偏ってしま

うのかなと思うんですけれども、松寺、蒔田の子供たちが今富洲原中学校へ行っています

よね。これの数字というのは、富洲原中学校へは影響ないんですかね。その辺はどうなっ

ているか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず、朝明中学校区の地図、４ページでございますが、もし参考ということでございま

したら、第１回目の検討会議の資料の２ページの地図、四日市の全図が載ってございます

が、ここで、下の四日市の地図に、一番右上のところでございますが、朝明中学校区がご

ざいます、その中で、今ご指摘の、確かに校区の真ん中という点では、八郷小学校がど真

ん中という話も図面ではありますが、実際人の居住が多いところといいますか、それは大

矢知に偏っておるというところと、それから、やはり例えば伊坂ダムのあたりですとか、

朝明中学校より西のほうには余り居住地がないというところもございまして、人口的には

重心というところもございまして、より全体的な通学路の総和が短くなるという考え方で

一定お示しをさせていただいております。 
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○ 森 康哲委員 

 それともう一点、富洲原中学校。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 それと、今この４ページの一部学区外通学の記載で網かけもさせていただいていますが、

現在の通学区域、それから通学学区外の条件も、今回の移転建てかえにおいてはそのまま

という前提でございますので、計算上は現在の学区外のバランス……。ですから、特に学

区外先である富洲原や富田の生徒数への影響は現在は見込んでいないと。 

 ただ、将来的に、中学校が大矢知に近くなるということになれば、それをもって大矢知

のほうの朝明中学校を選択する子供たちがふえる可能性もあるという程度の今想定でござ

います。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 すごく心配なんですよね、その辺が。というのは、やっぱり富洲原中学校も１クラスし

かつくれない環境なんですよね。２クラスのところもあるし、今のところはそういう編制

でとれていますけれども、今後やはり松寺、蒔田の子供たちが、新しく朝明中学校が移転

した場合、そちらへ移る可能性が僕は多いと思うんです、近くなれば。だって、それが目

的なんでしょう。同じ地区で四つの行政区へ行っていること自体がコミュニティーがとり

づらいと。逆を言えば、大矢知地区なら大矢知地区の子供たちがみんな一つの中学校へ集

めたいという、そういう意図で移転をさせるのであれば、富洲原中学校への影響というの

は当然大きく出てくると、こう思うんですよね。そうすると、やっぱり富洲原地区とも当

然すり合わせとか、影響があったときどうするのかということも考えなきゃいけないし、

クラブ活動ができなくなるおそれがあるよとか、いろいろな小規模校の課題がより鮮明に

出てくるわけじゃないですか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 今、森委員おっしゃったように、分離新設の際の（仮称）大矢知中学校新設事業、この

あたり、確かに当時の想定では、学区外通学はしないものとして、大矢知の子たちは皆大

矢知中学校、一部垂坂の子たちは選択可能としましても、この学区外のほうは、学区外通



 - 33 - 

学しない方向で制度を改めるという前提で建設を進めておったところですが、それが周辺

の中学校に与える影響が大きい。分離後の朝明中学校であるとか、今言っていただきまし

た、富洲原中学校、富田中学校への影響があると。富洲原中学校への影響というところも

踏まえまして、分離新設については中断というところで、分離にかわって、今回、朝明中

学校区を変えずに、現状の学区外通学の状況も変えずに、ただ選択できると。子供たちの、

今、四つの中学校に分かれているという一つの現象を、強制的ではなく、促す形で、学校

を近づけることによって地区の分断というのが解消できないかというところでございます。 

 確かに物理的な数から言うと、森委員のおっしゃったような富洲原中学校への影響とい

うところが懸念が出るということではございませんが、やはり一つ、今現在、朝明中学校

区、大矢知地区における教育環境課題としまして、子供たちが四つの中学校に分かれて行

っておるというところも解消の必要ありと、教育委員会、考えてございますので、そのバ

ランスのとり方に今後注意が必要であるというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 朝明中学校だけ、ここだけ今ずっと議論をしていますけれども、分離した中学校はみん

な大なり小なりこういう問題を抱えていると思うんですよ。山手中学校だって、羽津中学

校ができて分離して、地域の要ははじっこになったわけじゃないですか。羽津中学校がく

っついているときは中心だったんですよ。朝明中学校だってそうですよ。西朝明中学校が

できるまではここが中心だった。分離して、やむを得ず分けたがために今の状態になって

いると。大矢知に住んでいる方にとっては変わっていないんですよ、分離しても。だから、

今こういう議論をしている。そんな中学校、いっぱいありますよ、四日市中。ここだけが

課題じゃないと思うんです。 

 ２万人を超えると言いますけれども、羽津だって１万7000人、まだふえる予測がなされ

ています。それでも中学校は垂坂公園のふもと、一番地域の端っこにありますよ。一番遠

い子は国道23号の東側から通っています。ずっと坂道ですよ、自転車では。何キロも自転

車で通っているんです。国道23号、ＪＲ関西本線、国道１号、近鉄名古屋線、こういう危

険箇所を乗り越えて毎日通っている。いろいろ言い出したら切りがないと思うんですね。

そういう課題があるところはたくさんあるということだけ認識していただいて、より丁寧

な説明を地域の方にもしていただく必要性はある。議会にも理解を求めていってほしいと
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思いますので、強く要望します、これは。 

 

○ 山口智也委員長 

 要望で。 

 じゃ、他にございましたらお願いします。 

 

○ 豊田政典委員 

 きょうは中間報告ということなので、どこかで聞いたような気もするんですけど、最終

報告の予定、確認させてください。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 基本構想につきましては、次回の11月定例月議会に、私どもがこの資料をとりまとめま

して、最終案といいますか、たたき台といいますか、そういう形で、教育民生常任委員会

のほうにお示しをさせていただきたいと思っております。そこで意見もいただき、さらに

その最終案に対する地域の意見も伺った後、１月にその完成版としてとりまとめたいとい

うのが今の私どものスケジュールでございます。 

 また、この辺の資料というか、地域への資料につきましては、その都度、作成の都度、

また教育民生常任委員会の委員の皆様にも送付させていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○ 豊田政典委員 

 記憶がちょっと曖昧ですけど、議員説明会の日程もあったようななかったような気がす

るんですが、これは教育民生常任委員会だけではなくて、全議員関心があるし、取り組ん

でいきたい課題なので、また議長と相談して、議員説明会をされることを検討されたらど

うかなと思ったのと、もう一個、これも意見、提案ですけど、僕が見ているのは、11ペー

ジの資料を見ながらですが、移転するかしないかというような話でしたね。移転しなかっ

た場合、現在地での解決の場合、左の比較①やら②やらがあって、最終的に経費を比較す

るというような話でしたね。これはそれでいいんですけど、今教育委員会が持っている、

対応しようとしている課題、テーマというのは、大矢知地区の課題であり、言いかえれば

朝明中学校区の課題。その際に、移転せずに現在地でという場合は、朝明中学校の生徒の
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課題を解決する話じゃないですか。一方で、大矢知興譲小学校の小学生の課題というのが

ある。議会でもよくいろんな話をするんですが、大矢知興譲小学校区、これがまさに喫緊

の課題じゃないかという意見があります。 

 そんなことを踏まえて、比較するのであれば、現在でこういう形で幾らかかると。その

ときには大矢知興譲小学校も別にせなあかんもんで、別々に、大矢知興譲小学校区をどう

いう解決策をいつやるのか、幾らかかるのか。これをセットにしたほうがより公平な比較

ができるんじゃないかと思って資料を見ているんですが、だから、構想なり比較する場合

は、移転の場合は両方一遍にやるという話ですよね。経費も出てくる。現在地の場合は、

小中分離してそれぞれ対応する。小学校はこうやってやって幾らかかる。それをセットに

したほうがより公平というか、きちんとした比較ができるんじゃないかなと思いますから、

間に合うのか間に合わないのか知りませんが、11月定例月議会、そういうふうに示さない

と後々困ってくることになるんじゃないかなと思いましたので、検討してください。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 ありがとうございます。今のご意見、参考にして検討させていただきます。ありがとう

ございます。 

 

○ 樋口博己委員 

 済みません、先ほどのスケジュールで、11月定例月議会に一つ案として示していただく

という話なんですけれども、新市長の意向はどこかで入るんですかね。その後で入るんで

すかね。 

 

○ 山口智也委員長 

 誰もが思っていることですが。 

 

○ 葛西教育長 

 大変答えにくいご質問をいただきましたけれども、私どもとしましては、これは28年度

の予算でいただいて、そして附帯決議をつけていただいて、そして、そのもとで、私ども

としては方針を裏づけるために基本構想をつくって努力をしていくというふうな、そうい

うふうなスタンスで、４月当時も、そして今もそれは変わっておりません。ですから、現
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時点では私どもは当初の思いをしっかりと実現していくために最後まで努力をするという

ふうな、そういうスタンスでございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございましたら。 

 

○ 森 康哲委員 

 ５ページの資料、大矢知興譲小学校の児童生徒数推計のところなんですけれども、これ

が以前のやつと比べて、例えば平成37年のところなんか大分推計が違うんですよね。これ

は何か大きな要因があったんですかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 これ、点線が昨年度の推計、実線が今年度の推計ということで、かなり確かに開きがご

ざいますが、６ページのほうをごらんください。そこの真ん中のところの、ちょっと上に

大矢知興譲小学校の校区内の０歳から14歳の居住者数、これは住民基本台帳上の人数とい

うことで、通っている子たちの数ではないんですが、この数字の中で、特に０歳、１歳、

２歳の数字でございます。３歳以降、大体150人とか160人とか数字がございますが、０、

１、２歳が220人、200人、190人と、かなりほかの年齢に比べて多い。しかも、これが０

歳から１歳、１歳から２歳に上がるときにふえたと。転入も含めてこういう数字というと

ころもございまして、このあたりの数字が10年先の推計に大きく影響を今回及ぼしたと。

今回、転入も含めて、このあたりで社会的要因から推計値が上昇したというところの分析

を行っております。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 それでも、０歳と１歳って20人ぐらいしか違わないじゃないですか。片や平成37年の推

計を見ると、１学年で20人ふえて、140人ぐらいふえるわけですか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 この数字は、現在通っておる子たちではなくて、住んでおる子たちと。住民基本台帳上
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の数字ですので、学区外通学をしている子で抜ける子とか、それから転出していく子、逆

に転入してくる子ということで、そのあたり、推計値が変動していきますが、例えば１学

年200人おれば1200人の学校と、それから150人おれば900人の学校というところでござい

ます。大体現状100人程度学区外通学の子たちがいるわけなんですが、全学年で、そうい

うことを踏まえても、やっぱり200人、190人という数字がずっと続くという懸念がござい

ますので、今現在、小学校１年生から小学校６年生までを150人とか160人、130人、その

台の数字が200人や190人の数字に変われば大変な児童生徒数増加という見込み、懸念でご

ざいます。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員 

 そういうことではなくて、去年とおととしとの推計と比べて、０歳児と１歳児の差は20

人しかないわけですよね。だけど、推計を見ると140人ぐらいのずれが出てきているので、

何で20人ふえただけなのにずれが140人にもなるのかなと。推計のずれが、１年たつとな

ぜこんなにも大きくなっちゃうのかなと。 

 

○ 山口智也委員長 

 20人と140人の差、どういう関係。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず、平成26年からの数字の動きについて申し上げますと、今現在、０歳、１歳、２歳

という数字で、220人、227人、207人、192人という数字でございますが、その上の150人、

ここで、この３カ年で、例えばですが、１歳の子供たちは去年は198人であったというと

ころもございます。192人の２歳は、昨年は196人であったんですが、こういう、０歳から

１歳の約９人の増加とか、０歳の227人という数字が昨年と比べてかなり多いというとこ

ろも含めまして、推計値としては計算上そのような答えが出たというところでございます。 

 

○ 森 康哲委員 

 だから、何度も言いますけど、０歳児が20人ふえたんですよね。１歳、２歳も、今聞く

と、20人弱じゃないですか。それが、何で140人も平成30年のところだけ見るとずれがあ
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るのかなと。 

 言っているところ、わからないですかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 ちょっと説明が上手じゃなくて恐縮なんですが、実際、今、約700人という数字をつく

っている平成28年度の子供たちというのは、小学校１年生から小学校６年生の150人から

135人という数字なんですね。このあたり、要は平均150人台の数字、それが１学年、仮に

200人としますと、その数字が、０歳、１歳、２歳がそのままの数字といいますか、増減

のずれを、状況を伴いながら小学校１年生から小学校６年生の数字になった場合に、１学

年数十人の差が出るというところでございます。可能性としては、30人、40人で増加が懸

念されると――１クラスというところでございますが――その数字が、約６学年、学区外

通学もございますので若干減るとしても、百数十名の懸念というところで……。失礼しま

した、50人ですので、50人かける６学年で、300人を学区外通学と見まして、現状から200

人のずれのおそれが、増加のおそれがあるというところでございます。ちょっと概算で申

しわけございません。 

 

○ 森 康哲委員 

 小学校１年生から小学校６年生までは生の数字だと思うんですけれども、それ以下はや

っぱり暁小学校へ行く子供たちもいるだろうし、学区外へ行く子供たちもいると思うので、

０歳、１歳、２歳の子供たちがこのままイコールではないと思うんですよ。それを推計に

入れ込んでしまうのは非常におかしいなと思うので、何でこんなにずれが１年でできてし

まったのかなと。今までの推計と違う理由をちょっと聞いているんですが。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 申しわけございません。今の小学校１年生から小学校６年生の150人台という数字の中

も、これは住民基本台帳上の数字でございまして、ここから今実際学区外通学とか私立小

学校へ行かれている子供も含んでおるというところでございます。実際150人掛ける６で

すので、この子たちが全部大矢知興譲小学校へ行ったら900人の学校になるわけですが、

現状750人という数字でございますので、学区外通学が抜けておると。その後集団である

150人が200人という数字を、200人も、これが経年を見ますと、200人から減っていく場合
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と、いろんな計算――それはちょっとなかなか口で申し上げるのは難しいところなんです

が――この子たちが小学校６年生になったときにどれぐらいの数値になるかということを

積み上げた数値が現在の950人とか900人に、そういう数字を積算するとなる。その中には

学区外通学で抜ける子も入れた上でこういう数字になるという試算結果というふうにご理

解いただければと思います。 

 済みません、よろしくお願いします。 

 

○ 森 康哲委員 

 大体イメージできました。 

 だけど、ずれが何でこんなに１年で大きくなったのかというのはちょっとまだ腑に落ち

ないんですけれども、この200人の居住している０歳、１歳、２歳の子供たちがみんな来

ないのはわかります。大体今の割合で計算していくとこの数字になるのかなというのも読

み取れますけれども、やはり推計を出すというのは、毎年変動があると思うので、それを

しっかり予測を、的を外さない、大きくずれないように。１年でこんなにも、140人も150

人もずれてしまうと、どの数字を信じていいのかわからなくなってしまうので、やっぱり

こういう数字というのは、精査した上で出していただきたいなと思います。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 森川 慎委員 

 よろしくお願いします。 

 今、推計のお話をされていましたけれども、大矢知興譲小学校の、こっちの対応という

のはどう考えてみえるんですか、今の現状では。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 まず、普通教室――５ページの下ですが――普通教室が利用可能教室が26のところを、

28、29という数字がございます。この中で、やはり普通教室そのものが足りなくなるとい

うことで、現在は特別教室になっている部屋を普通教室に転用して普通教室の不足を補う
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と。さらに、それで、特別教室のほうが、今度は学級、特別教室を一つ転用しますと２部

屋出ますので、二つの用途の特別教室を仮に変えるとなると、特別教室を移転後の中学校

の施設のほうに求めると。そういうふうな考え方で今対応を考えております。 

 

○ 森川 慎委員 

 そうすると、今の大矢知興譲小学校の施設はそのままにして朝明中学校を移転した場合、

その教室を大矢知興譲小学校の一部として使うという、そういう想定ということでいいん

ですかね。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 中学校を近隣に設置しまして、その施設を小学生がお借りするということで、特に特別

教室等、長い授業のスパンがとれて移動が少なくなるような、そういうものを、ふだんい

る普通教室はなるべく小学校のほうに残す形で考えております。 

 以上です。 

 

○ 森川 慎委員 

 大矢知興譲小学校のこの生徒の増加と教室が足らなくなってくるというところが朝明中

学校区の中で今一番の問題なのかなと私は思うんですけれども、大矢知興譲小学校の教室

が足らないということは、小学校の中だけで解決して、例えばもう一回校舎を建て直して

４階建てにしてというような考え方もあるかなとも思うんですけれども、そういった考え

は全然ないんですかね、今のところ。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 現在の教育委員会、市の方針としましては、大矢知興譲小学校の施設不足につきまして

は、近隣の中学校の施設の供用というところで対応というふうに考えております。その中

で、豊田委員からもお話をいただきましたが、大矢知興譲小学校の比較の検討の中での検

証というところもご意見を賜りましたので、そういうところも一度資料にできるかどうか

検討させていただいて、またお示しをさせていただければと思っておりますが、現在は今

申し上げた対応というのが市の方針でございます。 

 以上です。 
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○ 森川 慎委員 

 今の資料をつくってもらうということはわかったんですけど、そういう考え方はないけ

ど、資料はつくってみるという意味ですか、今のところは。 

 

○ 長谷川教育総務課長 

 比較検討の資料として作成させていただきます。させていただくように設計もさせてい

ただきます。 

 ただ、市の方針としては、私が申し上げたような方針であるということはご理解いただ

ければと思います。 

 済みません。以上です。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。 

 １個だけ確認をさせていただきたいんですけれども、学校って大規模改修なりという時

期があると思うんですけど、定期的に。大矢知興譲小学校の場合は、その予定というのは

今何年が予定されているんですか。そのまま継続した場合というところで。 

 

○ 今村教育施設課長 

 教育施設課長の今村です。 

 大矢知興譲小学校の大規模改修につきましては、今、公立学校等施設整備計画の中では、

29年度に設計をして30年度に工事という形のほうで、今の段階としましてはそのような形

で置かせていただいております。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 朝明中学校は今この計画のとおり建てていくとすると、これは何年に建つという予定な

んですか。 

 

○ 長谷川教育総務課長 
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 建てかえのスケジュールというところでお尋ねかと思いますが、移転建てかえに伴うス

ケジュールにつきましては、今ちょっと精査をしておりますので、今度の基本構想の最終

案の中では、一定そういうスケジュールのようなところもお示しできると思いますが、今

はちょっとまだ精査中ということでご了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 森川 慎委員 

 わかりました。 

 ちょっと大矢知興譲小学校の大規模改修の時期って結構近いんだなということを今認識

したので、わかりました。また今後考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

○ 山口智也委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、他にございませんので、この件はこの程度とさせていただきます。 

 では、また11月定例月議会あると思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと

形についてはまた議長ともいろいろ相談もしなきゃいけませんので、またよろしくお願い

いたします。 

 それじゃ、理事者の入れかえを行いますので、教育委員会さん、ありがとうございまし

た。 

 

                                １５：２４休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：４１再開  

 

○ 山口智也委員長 

 それじゃ、委員の方、あと10分ほどお願いをしたいと思います。あと５分ぐらいで終わ
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ります。 

 次に、議会報告会、シティ・ミーティングでの市民の意見をタブレットのほうに送らせ

ていただきまして、整理のほうをさせていただきました。一応、毎回のことで、もう皆さ

んご存じのように、分類①、②、③とありまして、今回は全てその他の意見ということで

③に分類をさせていただいております。正副案を示しておりますけれども、このとおりで

よいか、よければこのまま議会運営委員会のほうに報告のほうをさせていただきたいと思

いますので、ちょっとごらんいただいて、何かあればと思います。 

 なお、冒頭、一番最初にご発言のありました女性につきましては、私のほうでちょっと

ストップをかけさせていただいた方ですけれども、ちょっと個人に対するご指摘というと

ころもありましたし、また、あの場にそぐわない質問であったということもありましたの

で制止をさせていただきましたので、今回、あの件につきましてはこの報告書には載せて

おりません。 

 じゃ、特にございませんでしたら、③の分類で報告のほうをさせていただきたいと思い

ます。 

 

（異議なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 じゃ、よろしくお願いいたします。 

 

○ 豊田政典委員 

 ３番のシティ・ミーティングのグループＡなんですけど、三つ目のぽつの話のときに、

私立幼稚園、保育園の園児を助けるとか助けやんとか、地域防災計画で抜け落ちている視

点ではないかという話をしていたんですよ。その他でいいんですけど、危機管理監にその

あたりの意見があったということだけ委員長から伝えておいていただければなと思いまし

た。 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、これは危機管理監のほうにお伝えをしておきます。 

 じゃ、その他よろしいでしょうか。 
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（なし） 

 

○ 山口智也委員長 

 それでは、このように議会運営委員会のほうに送らせていただきたいと思います。 

 最後です。12月24日にまた議会報告会とシティ・ミーティング、今度は県地区市民セン

ターでありますけれども、テーマについてここで決めていきたいなと思います。過去のシ

ティ・ミーティングのテーマをタブレットに同じように送っておりますので、またごらん

いただきたいと思います。 

 もし何かありましたらここで提案していただきたいと思いますが、当委員会では、６月

定例月議会で高齢者福祉について、８月定例月議会では地域と学校の連携についてという

ことでさせていただいております。今回につきましては、何かご提案ありましたら発言い

ただきたいなと思いますが。 

 もしなければ、ちょっと正副のほうで少し話し合いをこの前させていただいたんですけ

ど、例えばですけど、県地区で今回させていただくので、県地区に数年後あけぼの学園を

移転するということもあって、少し地域的にはご関心があるかもわからないということで、

障害者・障害児施策について話し合ってはどうかなという案となったわけですけれども、

そこら辺、どうでしょうか。 

 

○ 樋口博己委員 

 最後に等とか。狙い撃ちにちょっと幅を持たせて。 

 

○ 山口智也委員長 

 わかりました。 

 それじゃ、障害者・障害児施策等についてということで進めさせていただきます。 

 

○ 森 康哲委員 

 例えば、その等の中にはどういうのが想定されていますか。 

 

○ 樋口博己委員 
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 具体的にこれってないんですけど、それは全然突拍子もないことはあれですけど、ちょ

っと広がっているなというところも議論できるような余地を含んでおいたらどうかなとい

う意図です。具体的な意図はないので。余り朝明中学校は想定していないです。 

 

○ 山口智也委員長 

 広がり過ぎないようにそこはしながら、せなあかんのですけど、そうしたら、正副案の

ように進めさせていただきたいと思いますので、またご協力のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 きょうの内容は以上です。申しわけございません、ちょっと時間のほうを最初に言って

しまったので、皆さんに焦らせてしまった部分があったと思いますので、おわび申し上げ

ます。 

 それから、冒頭ちょっと言わなかったかもわかりません。言いましたね。行政視察の報

告書を送っておりますので、11月11日までに事務局のほうにまた変更があったらお願いし

たいと思います。 

 それでは、どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

                                １５：４８閉議  

 


